






 

第 2 章 細  則 
１ 概要 

本修理は、J 系列内グレーチングが硫化水素により破損しているので、グレーチングの取替え及び

その下にあるインバート開口部の閉塞を行うものである。 
  

２ 場所 
京都市南区上鳥羽塔ノ森梅ノ木１ 
京都市上下水道局下水道部鳥羽水環境保全センター 

 
３ 期限 

本修理の期限は令和 8 年 7 月 21 日とする。 
 
４ 修理内容 
（１）準備工 
   事前に現地修理箇所の実測等を行い当局の承諾を得ること。 
 
（４）新設グレーチング取付け 

  使用するグレーチングについては、以下の通りとする。 
  なお、表示寸法は参考とし、承諾をもって決定とする。 
   プレーン FB25×3（幅 845×長さ 800）   4 枚 

        取付け後はガタつきが無いようにし、撤去したグレーチングは処分すること。 
 
（５）閉塞工（2 箇所） 
   グレーチング下部のインバートの開口部をモルタル等で閉塞すること。 
 

５ 雑則 
（１）本修理に当たっては、あらかじめ監督員と修理方法や修理日程等について十分な打合せを行 

い、水環境保全センターの維持管理上支障のないように、迅速かつ確実に作業を行うこと。  
なお、原則として土曜、日曜、祝日は作業を行わないこと。 

（２）修理期間中は作業開始、終了時は必ず監督員に連絡すること。 

（３）一日の作業終了時は必ず清掃し、道具、材料等は、定められた場所に置くこと。 

 （４）修理に付随する材料、作業はすべて本修理の範囲とする。 

 （５）本修理において発生した有価物は、受注者の責任において処分し、証明書を提供すること。 

 （６）本仕様書に明記されていない事項であっても、施工上必要と思われるものについては、受注者の 

負担にて行うこと。 

 （７）交換時に開口を開けたまま放置しないこととし、作業は十分安全に配慮して行うこと。 



 

 
 

【提出書類様式】 

令和  年  月  日 

 

完 了 通 知 書 

 

 

京都市公営企業管理者 上下水道局長 様 

 

受注者  住所 

氏名          印 

 

 

下記について令和  年  月  日 をもって完了しましたので通知します。 

 

記 

 

件 名 

 

 

場 所 

 

 

伝 票 番 号 

 

 

決 定 日     令和  年  月  日 

 

 

契 約 金 額             円 

 

 

期 間  令和  年  月  日 

 


